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事業概要

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進するため、調査・戦略策定からそれに基づく滞在コンテンツ
の充実、広域周遊観光促進のための環境整備、情報発信・プロモーションといった、地域の関係者が広域的
に連携して観光客の来訪・滞在促進を図る取組に対して総合的な支援を行う。

H31予算額：1,391百万円

・補助対象事業：
各DMO策定の事業計画に位置づけられた訪日外国人旅行者の

誘客を目的とする以下の取組（ただし、地方ブロック毎に開催
される連絡調整会議における調整を行ったものに限る）

※DMO（観光地域づくりの舵取り役）:Destination Management/Marketing Organization

①調査・戦略策定
②滞在コンテンツの充実
③広域周遊観光促進のための環境整備
④情報発信・プロモーション

二次交通検索サイトの整備クルーズ船を活用した
コンテンツの開発

具体的な支援イメージ

・補助率：
定額（調査・戦略策定）
事業費の1/2（滞在コンテンツの充実、広域周遊観光促進の

ための環境整備、情報発信・プロモーション）
※継続事業については2年目:2/5、3年目:1/3

・補助対象者：
事業計画に位置づけられた事業の実施主体
（訪日外国人旅行者のニーズに応える取組を行う
DMOその他民間事業者、地方公共団体）

連絡調整会議

地方運輸局

観光庁 JNTO関係事業者

・事業計画の調整の実施
・国による調査事業の実施・共有有識者

マーケティング調査

データに基づき、訪
日外国人旅行者に対
して訴求力のある各
種取組を実施するた
めの調査・戦略策定
に係る取組に対して
支援。

調査結果や策定され
た戦略に基づき、訪
日外国人旅行者の滞
在の促進に繋がるコ
ンテンツの充実に係
る取組に対して支援。

滞在コンテンツの
充実とあわせて、
エリア内での周遊
を促すための環境
整備に係る取組に
対して支援。

調査結果や策定され
た戦略に基づき、エ
リア内のコンテンツ
の魅力や周遊を促す
ための受入環境に関
する情報の効果的な
発信に係る取組に対
して支援。
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地域の観光戦略推進の核となるDMOの改革

【１】DMOの体制に対する支援

【２】DMOと連携したコンテンツ造成の取組に対する支援

世界水準のＤＭＯ形成促進事業

全国各地で世界的な競争力を有する魅力ある観光地域づくりを促進するため、①全国の優良なDMOの体制を強化し、世界水準の
DMOの形成を促進するとともに、②国とDMOが連携し、訪日グローバルキャンペーンに活用できる優良なコンテンツの造成を推進する。

【事業内容】
インバウンドに対応したマネジメント体制が確立されたDMO（※）を対象に、以下の支援を実施。
※観光資源の所有者、宿泊事業者、アクティビティー等の事業者、旅行会社、交通事業者等のディスティネーションの関係者が体制に含まれていること。
※安定的かつ自立的な経営の確保が行われていること。

訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業

①事業対象の地域資源に関する調査
②地域資源を活用したコンテンツの企画・立案
③モデルツアーの実施

実施主体：地方運輸局（DMOと連携）

【事業内容】

訪日グローバル・キャンペーン（JNTO）に対応したコンテンツが、特に地方部をはじめとして、全国的に不足している状況を踏まえ、地方運輸局とＤＭＯが連
携して、訪日グローバルキャンペーンに活用できる新たな滞在型コンテンツを全国各地域に創出することが必要であることから、以下の取組を実施。

外国人旅行者に選好される
魅力的なコンテンツの開発・強化

訪日外国人旅行者が快適かつ安全に
周遊・滞在できる受入環境の整備

※地域の関係者による計画策定や
役割分担が行われていることが要件

フットパスツーリズム

【概要】
・里山、石橋、棚田等、日
本の昔ながらの原風景を
活かし、地域住民と触れ
合いながら歩く旅行商品
の開発

伝統工芸の体験

【概要】
・陶芸などの伝統的な工芸
を体験する、地域資源を
活かした体験型の旅行商
品の開発

【想定されるコンテンツ例】

DMOが重点的に求められる専門性

・インバウンドに関するデータ分析・誘客戦略の策定
※事業内容について、JNTOの確認を受けるとともに、JNTOと
連携して実施することが要件

・国外向けの戦略的な情報発信・プロモーション
※プロモーション方針についてJNTOの確認を受けることが要件

①インバウンドにより地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネスモデルを確立するための外部専門人材の登用
②OJT派遣や視察による中核人材の育成

H31予算額：23億円

JNTOが専門性を発揮した上で、それを補完する
役割を担う観点から求められる場合の副次的な専門性

補助対象：DMO 補助率：定額（①上限1,500万円、②上限500万円）
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